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１．輸出事後調査の概要
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Nagoya Customs

名古屋税関輸出事後調査とは・・・

● 輸出事後調査は、輸出者に対し、輸出管理

体制や通関処理体制の構築を促すことで適正

かつ迅速な輸出通関を実現することを目的と

しています。

● 具体的には、輸出者の事業所等を税関職員

が個別に訪問し、輸出貨物についての帳簿書

類を検査することにより、輸出手続が関税法

その他の関係法令(他法令)の規定に従って、

正しく行われたか否かを確認します。
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① 輸出申告・許可【関税法第67条】
税関へ輸出申告し、審査・検査を経て許可を受けなければなりません。
輸出申告の手続は、貨物の品名などを記載した「輸出申告書」に、仕入書など
必要な書類を添付して税関に提出することにより行います。

【関税法第７０条第1項に該当する他法令の証明】
この条項で規定する他法令の書類は、税関への輸出申告前に準備しなけ

ればなりません。例えば、貨物が輸出貿易管理令の規制に該当する場合、
通関業者等への輸出手続申込等の際、忘れずその事実を伝えてください。
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名古屋税関

② 他法令の証明等【関税法第７０条】
関税関係法令以外の法令（他法令）で、輸出の許可・承認等が義務付

けられている貨物は、輸出申告の際（第１項）又は、検査・審査の際
（第２項）、それを受けていることを税関に証明する必要があります。

輸出申告に併せて

輸出事後調査 ～税関への輸出申告
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名古屋税関（参考）関税法第70条関係 輸出関係他法令一覧

法令名 主な品目 主管省庁課

外国為替及び外国貿易法

輸出貿易管理令

武器・化学兵器、麻薬、ワシントン条約該当物品、特定有害廃棄物、

制裁（輸出禁止措置）対象貨物等

経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部

安全保障貿易審査課

貿易管理課

文化財保護法

重要文化財又は重要美術品

天然記念物

重要有形民俗文化財

文化庁文化財第一課

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適

正化に関する法律
鳥、獣及びそれらの加工品、鳥類の卵等（野生動物に限る。）

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理

課

麻薬及び向精神薬取締法 麻薬、大麻草、大麻草製品、向精神薬、麻薬向精神薬原料等

あへん法 あへん、けしがら

覚醒剤取締法 覚醒剤、覚醒剤原料

狂犬病予防法 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク

家畜伝染病予防法
偶蹄類の動物、馬、鶏、あひるなどの家きん、兎、みつばち及びこれ

らの動物の肉、ソーセージ、ハム等、稲わら（一部）

植物防疫法

植物（顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物（その部分、種

子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む））、有

害植物、有害動物（昆虫・ダニ等）

農林水産省消費・安全局

植物防疫課

道路運送車両法 中古自動車
国土交通省自動車局

自動車情報課

特定水産動植物等の国内流通の適正

化等に関する法律
あわび、なまこ及びこれらの加工品

水産庁漁政部加工流通課水産流通適正化推

進室

厚生労働省医薬局

監視指導・麻薬対策課

農林水産省消費・安全局

動物衛生課

※カスタムスアンサー No.5501、関税法基本通達７０－１－１ 令和7年6月現在
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関税法第１０５条（税関職員の権限）

税関職員は、職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められ
る範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。

４の２ 輸出された貨物について、その輸出者、その輸出に係る通関業務
を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者（次項におい
て「輸出者等」という。）に質問し、当該貨物についての帳簿書類その
他の物件を検査し、又は当該物件（その写しを含む。）の提示若しくは
提出を求めること

Nagoya Customs

名古屋税関輸出事後調査 ～税関職員の権限
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（参考）輸入事後調査に係る権限（関税法第１０５条第１項６号）

６ 輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱つた
通関業者、当該輸入の委託者、不当廉売（関税定率法第八条第一項（不当廉売関
税）に規定する不当廉売をいう。）された貨物（同条第三十六項の規定により不
当廉売された貨物の輸入とみなされるものを含む。）の国内における販売を行つ
た者その他の関係者（次項において「輸入者等」という。）に質問し、当該貨物
若しくは当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件（そ
の写しを含む。）の提示若しくは提出を求めること



関税法第９４条（帳簿の備付け等）
☞ 関税関係帳簿及び関税関係書類の保存義務（輸入・輸出両方）

関税法施行令第８３条（帳簿の記載事項等）
☞ 帳簿及び書類の詳細を規定
☞ 保存期間：輸入７年 輸出５年

関税関係帳簿

輸出の許可を受けた貨物の品名、数量、価格、仕向人の氏名又は
名称、当該許可の年月日及び許可書の番号を記載したもの

関税関係書類

輸出の許可を受けた貨物の契約書、仕入書、包装明細書、価格表、
製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その
他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにする書類

電子取引の取引情報

電子取引を行った場合の当該取引情報

Nagoya Customs

名古屋税関輸出事後調査 ～書類の保存義務
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「経済安全保障に係る税関における対応について」

外国為替及び外国貿易法(外為法)において輸出が規制
    されている軍事転用のおそれ のある製品や技術等の流出
    につながる不正輸出の防止を念頭にして

①関係機関及び民間事業者との連携を強化し、不正輸出
に関する情報の収集を促進して集約するとともに、情
報分析を強化する

②適正な輸出通関の徹底を図るとともに、輸出された貨
物に関する事後調査の充実を図る

〈関税局長通達（公開通達） 令和４年６月10日付、財関第439号〉

Nagoya Customs

名古屋税関経済安全保障と輸出事後調査

○経済安全保障：安全保障の裾野が経済・技術分野に急速に拡大
○経済安全保障上の脅威への対処が政府全体として重要な政策課題

背景・課題

取組の概要
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名古屋税関関税法と外為法

◆外国為替及び外国貿易法（外為法）

（税関長に対する指揮監督等）
第五十四条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出
又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。

◆輸出貿易管理令（輸出令）

（税関の確認等）
第五条 税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八
条第一項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又
は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。

◆関税法
（証明又は確認）
第７０条 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行
政機関の処分又はこれに準ずるもの（以下この項において「許可、承認等」
という。）を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該
許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

（略）

３ 第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、
輸出又は輸入を許可しない。
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外為法第４８条（輸出の許可等）

国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるも

のとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物

の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業

大臣の許可を受けなければならない。 （第1項抜粋）

輸出貿易管理令

別表第１ （第一条、第四条関係）

１の項～１５の項 ：リスト規制（貨物）
１６の項   ：キャッチオール規制（エンドユーザー等）

別表第２ （第二条、第四条、第十二条関係）
麻薬原料、バーゼル条約、ワシントン条約 など

別表第２の３ （第二条、第四条関係）
ロシア等向け貨物関係

Nagoya Customs

名古屋税関外為法第48条～輸出貿易管理令の主な規制
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名古屋税関リスト規制一覧① 令和７年５月２８日時点
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名古屋税関リスト規制一覧② 令和７年５月２８日時点
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名古屋税関該非判定書、項目別対比表の例

該非判定書（書式例） 項目別対比表（記入例）

出典：安全保障貿易情報センター（CISTEC）ホームページ 13
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名古屋税関非該当証明書の参考様式 （経済産業省ＨＰより）
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名古屋税関外国ユーザーリスト（最新：Ｒ７.９.２９公布 １０.９施行）

●大量破壊兵器等の開発等への関与が
懸念される企業・組織を掲載したリスト

●経済産業省が作成・公表
●輸出する貨物のユーザーがこのリストに
掲載されている場合は、当該貨物の用
途と取引の態様・条件についてチェック
し、大量破壊兵器等の開発などに用い
られないことが明らかでない場合、経済
産業省への輸出許可申請が必要

※令和7年10月9日施行の通常兵器補完的輸出規制の見直しを
受け、今回から通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する

   外国団体の情報が追加された
※外国ユーザーリストは、毎年改正あり！！
※別名、略称にも注意が必要

～

ポイント

※経済産業省HP掲載資料「リスト改正箇所」から抜粋

掲載数 増減
アフガニスタン AF 2
アラブ首長国連邦 AE 29 +4
イエメン YE 2
イスラエル IL 1
イラン IR 257 +22
インド IN 2 -1
エジプト EG 3
北朝鮮 KP 154 +1
シリア SY 19
台湾 TW 5
中国 CN 127 +13
パキスタン PK 103 +2
香港 HK 22 +6
レバノン LB 9
ロシア RU 100 +40

835 +87

国名

国別の掲載企業・組織数

15



16

Nagoya Customs

名古屋税関税関における経済安全保障の取組み



２．非違事例
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名古屋税関関税法の罰条その１ ～輸出申告

１．実質犯（密輸犯）

（無許可輸出入・虚偽申告）
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の
五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 第六十七条（輸出又は輸入の許可）（第七十五条（外国貨物の積戻
し）において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。）の許可を受
けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出（本邦から外国
に向けて行う外国貨物（仮に陸揚げされた貨物を除く。）の積戻しを含む。次
号及び次項において同じ。）し、又は輸入した者

二 第六十七条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽
つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者
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名古屋税関関税法の罰条その２ ～輸出事後調査

２．形式犯
（関税重秩序犯 ～職権拒否）
第百十四条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円
以下の罰金に処する。
十六 第百五条第一項（税関職員の権限）の規定による税関職員の質問に対して
答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避
した者

※公務執行妨害罪（刑法）の補完的規定

（関税軽秩序犯 ～帳簿備付義務違反）
第百十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円
以下の罰金に処する。
一 第七条の九第一項（特例輸入者に係る帳簿の備付け等）、第六十七条の八第一
項（特定輸出者に係る帳簿の備付け等）又は第九十四条第一項（帳簿の備付け等）
（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反して特例輸入関税関係
帳簿、特定輸出関税関係帳簿又は関税関係帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はこ
れらの帳簿を隠した者
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名古屋税関輸出事後調査における非違事例

・国際宅配便貨物について、輸出であるという認識がない。

・外国製品を購入（輸入）後、修理返送や返品をすることについて
は、輸出であるという認識がない。

【ポイント】
輸出とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。

～関税法第2条第1項第2号～

●帳簿書類を保存していない。

●輸出令に係る該非判定を行っていない。
非違

①「輸出」の認識不足、欠如
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●原則：手荷物の輸出申告は簡易な手続（旅具通関。口頭
申告など）。空港等で税関職員と対面しない場合

        もある。

●注意：手荷物に輸出貿易管理令(輸出令)の規定で輸出の
        許可・承認が必要なものがあれば、通常の輸出申

告が必要。

（①つづき）手荷物について

Nagoya Customs

名古屋税関輸出事後調査における非違事例

【旅具通関の範囲】関税法基本通達42-15、62-2-7、消費税法第7条第1項、
消費税法第8条第1項、輸出貿易管理令別表第6

非違

輸出令に係る輸出許可証等を取得した手荷
物を税関へ輸出申告をせずに外国へ持ち出
した場合、「密輸出」となる。
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名古屋税関輸出事後調査における非違事例

・自社の製品は大量破壊兵器になんて使うことができない。

・何かあれば通関業者が教えてくれるはず。（他人まかせ）

・安全保障貿易管理体制の形骸化

【ポイント】
外為法上の責任は、基本的には輸出者等が負う。

●適正な該非判定を行っていない。
（形式的なチェック）

●該非判定書類を保存していない。

非違

②安全保障貿易管理に関する知識・認識不足、欠如
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名古屋税関輸出事後調査における非違事例

・リスト規制対象貨物（例えば5項）の輸出で、契約総価格が
500万円だが、1回の船積み価格が50万円なので許可不要。

・総価格が100万円以下の少額特例が適用可能な項番の貨物
なのに許可が必要？（告示貨物）

【ポイント】
・総価額は、船積み回数に拘わらず、契約書記載のリスト
規制対象貨物の該当項番毎の総額。

・輸出令別表３の３の貨物(告示貨物等)は、5万円以下。

●特例の誤適用

●外為法の未許可輸出
非違

③輸出令別表第１に係る少額特例（輸出令第4条第1項第4号）

23



Nagoya Customs

名古屋税関輸出事後調査における非違事例

・第3国を経由すれば問題ない。経由地、仕向地とは？
・相手国へ直接輸出することができない外為法の規制対象貨物に
ついて、仕向地を偽って輸出

【ポイント】
仕向地：（外為法）輸出貨物の最終陸揚港の属する国

（関税法）輸出貨物がその取引において最終
的に仕向けられる場所

●外為法の未許可等輸出

●関税法の虚偽申告
非違

④迂回輸出
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【参考資料】外為法違反事案の分析結果
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名古屋税関外為法違反事案の分析結果

◆経済産業省が毎年、ＨＰで公表

◆最新版は、2023年度（2023年４月１日～2024
年３月31日）に処分を決定した事案を対象として分
析した結果をまとめたもの。（2024年12月公表）
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名古屋税関経済産業省公表（①処分内容別割合）
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名古屋税関経済産業省公表（②企業規模別違反割合）
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名古屋税関経済産業省公表（③違反原因分類別割合）
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Nagoya Customs

名古屋税関経済産業省公表（③違反原因分類別割合（比較：CP届出の有無））
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Nagoya Customs

名古屋税関経済産業省公表（③違反原因分類別割合（資本金別））
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Nagoya Customs

名古屋税関経済産業省公表（③違反原因分類別割合（従業員数別））
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Nagoya Customs

名古屋税関経済産業省公表（④違反発覚の端緒分類別割合）
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Nagoya Customs

名古屋税関経済産業省公表（④違反発覚の端緒分類別割合（CP届出別））
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Nagoya Customs

名古屋税関経済産業省公表（⑤違反仕向地域別割合）

35



Nagoya Customs

名古屋税関経済産業省公表（⑥違反項番別割合）

36



ご清聴ありがとうございました
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